
 

 

国立大学法人東京医科歯科大学部局長等の任免に関する規則 

 

                                                 平成２７年１２月２４日  

規 則 第 ２ １ ７ 号  

 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人東京医科歯科大学における部局長等の任免は、学長がこの規則によ

って行う。 

 

 （定義） 

第２条 この規則において「部局長等」とは、国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規

程（平成１６年規程第１号）別表に定める部局及びセンター並びに別表１に掲げる組織

の長等のうち、別表２に掲げる者をいう。 

 

（選考の時期） 

第３条 部局長等の選考は次の各号の一に該当する場合に行う。 

(1) 任期が満了するとき。 

(2) 辞任を申し出たとき。 

(3) 解任されたとき。 

(4) 欠員となったとき。 

 

（選考の基準） 

第４条 部局長等の資格は、別表２の資格欄に掲げる条件を満たす者とする。 

 

（候補者の推薦） 

第５条  学長は候補者の選出に当り、大学の基本方針を明確にし、原則として２名以上の

候補者を別表２の推薦会議欄に掲げる会議（以下「推薦会議」という。）から推薦させ

る。ただし、２名以上の候補者を推薦することが適当でないと学長が認めた場合は、こ

の限りではない。 

 

（選考の方法等） 

第６条  学長は、推薦された候補者につき選考する。この場合において、学長は、必要に

応じて、役員会に意見を求めることができる。さらに、学長は、推薦された候補者に関

して疑義のある場合には、推薦会議に差し戻すことができる。 

 

（学長による直接の選考） 

第７条 第５条及び第６条の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合は、推薦会議か

らの候補者の推薦を経ず、部局長等を選考することができる。この場合において、学長

は、必要に応じて、役員会又は当該部局長等を担当する推薦会議に意見を求めることが

できる。 

 

（任期） 

第８条 部局長等の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、学長が大学の運営上、

特に必要と認める場合には、２年以内の任期を定めることができる。 



 

 

２ 部局長等の任期の末日は、当該部局長等を任命する学長の任期の末日以前とする。 

３ 部局長等が任期中に退任等した場合の後任の部局長等の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 定年退職日が前３項の規定による任期の末日前である部局長等の任期は、前３項の規

定にかかわらず、当該定年退職日までとする。 

５ 前項の適用を受けた者の後任の部局長等の任期は、前任者に同項の規定の適用がない

ものとした場合の残任期間とする。 

 

（解任） 

第９条 学長は、部局長等がその職務を十分に果たさず、大学運営に重大な支障をもたら

した場合には、解任することができる。この場合において、学長は、必要に応じて、役

員会に意見を求めることができる。 

 

（雑則） 

第１０条  この規則に関する細則は、それぞれの推薦会議が定める。 

 

  附 則 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は廃止する。 

ア 国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長任免規則（平成１６年規

則第９号） 

イ 国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科副研究科長任免規則（平成

１６年規則第１０号） 

ウ 国立大学法人東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科長任免規則（平成１６年規

則第１１号） 

エ 国立大学法人東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部長任免規則（平成１６年

規則第１２号） 

オ 国立大学法人東京医科歯科大学学部長任免規則（平成１６年規則第１４号） 

カ 国立大学法人東京医科歯科大学学科長任免規則（平成１６年規則第２５号） 

キ 国立大学法人東京医科歯科大学附属病院長任免規則（平成１６年規則第１８号） 

ク 国立大学法人東京医科歯科大学教養部長任免規則（平成１６年規則第１５号） 

ケ 国立大学法人東京医科歯科大学附置研究所長任免規則（平成１６年規則第１６号） 

コ 国立大学法人東京医科歯科大学図書館情報メディア機構長任免規則（平成２２年規

則第１６号） 

サ 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構産学連携研究センター長任

免規則（平成２６年規則第８５号） 

シ 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構疾患バイオリソースセンタ

ー長任免規則（平成２６年規則第８２号） 

ス 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構医歯学研究支援センター長

任免規則（平成２２年規則第７号） 

セ 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構実験動物センター長任免規

則（平成２２年規則第８号） 

ソ 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構生命倫理研究センター長任

免規則（平成２２年規則第９号） 

タ 国立大学法人東京医科歯科大学低侵襲医歯学研究センター長任免規則（平成２７年



 

 

規則第４５号） 

チ 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構再生医療研究センター長任

免規則（平成２５年規則第５５号） 

ツ 国立大学法人東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構脳統合機能研究センター長

任免規則（平成２６年規則第３１号） 

テ 国立大学法人東京医科歯科大学医療イノベーション推進センター長任免規則（平成

２７年規則第３０号） 

ト 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構学生・女性支援センター長

任免規則（平成２１年規則第４３号） 

ナ 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター長任免規

則（平成１６年規則第２４号） 

ニ 国立大学法人東京医科歯科大学医歯学教育システム研究センター長任免規則（平成

１６年規則第１９号） 

ヌ 国立大学法人東京医科歯科大学医歯学融合教育支援センター長任免規則（平成２２

年規則第１３号） 

ネ 国立大学法人東京医科歯科大学国際交流センター長任免規則（平成２１年規則第１

７号） 

３ この規則の施行の日において、前項の規定により廃止される各規則（以下「廃止規則」

という。）に基づき部局長等の職に任命された者（以下「現任者」という。）及びその

後任者の任期については、廃止規則に基づき決定された現任者の任期の末日までの間

は、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第７９号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１月１１日規則第７号） 

この規則は、平成２９年１月１１日から施行し、平成２８年１２月 1 日より適用する。 

附 則（平成２９年１月１１日規則第１４号） 

この規則は、平成２９年１月１１日から施行し、平成２８年１２月 1 日より適用する。 

附 則（平成２９年７月３１日規則第１０８号） 

１ この規則は、平成２９年７月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

２ 平成２９年４月１日から平成２９年４月３０日までの間、規則内の「リサーチコアセ

ンター」については、「医歯学研究支援センター」と読み替えるものとする。 

附 則（平成３０年６月２１日規則第５８号） 

 この規則は、平成３０年６月２１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則（平成３１年１月２５日規則第５号） 

 この規則は、平成３１年１月２５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則（平成３１年３月２０日規則第３９号） 

 この規則は、平成３１年３月２０日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年１月３０日規則第１０号） 

この規則は、令和２年１月３０日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年９月２２日規則第９３号） 

この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２５日規則第４７号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１０月１３日規則第１３９号） 

この規則は、令和４年１０月１３日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 



 

 

別表１ 

組  織 

医学部医学科 

医学部保健衛生学科 

歯学部歯学科 

歯学部口腔保健学科 

学生支援・保健管理機構学生・女性支援センター 

学生支援・保健管理機構保健管理センター 

 

 



 

 

別表２ 

名  称 資  格 推薦会議 

大学院医歯学総合研究科

長 

大学院医歯学総合研究科専任又

は生命理工医療科学研究科運営

委員会の構成員である教授 

大学院医歯学総合研究科

教授会 

大学院医歯学総合研究科

副研究科長 

大学院医歯学総合研究科専任又

は生命理工医療科学研究科運営

委員会の構成員である教授 

大学院医歯学総合研究科

教授会 

大学院保健衛生学研究科

長 

大学院保健衛生学研究科専任の

教授 

大学院保健衛生研究科教

授会 

医学部長 

大学院医歯学総合研究科教授会

の構成員である医学系の教授、

大学院保健衛生学研究科教授会

の構成員である教授及び大学院

医歯学総合研究科生体検査科学

系教授会の構成員である教授 

医学部教授会 

医学部医学科長 
大学院医歯学総合研究科教授会

の構成員である医学系の教授 
医学部教授会 

医学部保健衛生学科長 

大学院保健衛生学研究科教授会

の構成員である教授及び大学院

医歯学総合研究科生体検査科学

系教授会の構成員である教授 

医学部教授会 

病院長 

大学院医歯学総合研究科教授会

の構成員である医学系・歯学系

の教授、大学院保健衛生学研究

科教授会の構成員である教授及

び大学院医歯学総合研究科生体

検査科学系教授会の構成員であ

る教授 

病院長候補者選考委員会 

歯学部長 
大学院医歯学総合研究科教授会

の構成員である歯学系の教授 
歯学部教授会 

歯学部歯学科長 
大学院医歯学総合研究科教授会

の構成員である歯学系の教授 
歯学部教授会 

歯学部口腔保健学科長 
大学院医歯学総合研究科教授会

の構成員である歯学系の教授 
歯学部教授会 

教養部長 統合教育機構専任の教授 統合教育機構運営委員会 

生体材料工学研究所長 
生体材料工学研究所に所属する

教授 

生体材料工学研究所教授

会 

難治疾患研究所長 難治疾患研究所に所属する教授 難治疾患研究所教授会 

学生支援・保健管理機構学

生・女性支援センター長 

本学の教授又は准教授 学生支援・保健管理機構

運営委員会 

学生支援・保健管理機構保

健管理センター長 

本学の教授 学生支援・保健管理機構

運営委員会 

 


